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１ 評価の概要 
１ 目的 
「松伏町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」及び「保険者機能強化推進交付金（インセンティ

ブ交付金）」の加算要件である事業を評価・分析を行い、その結果を松伏町介護保険等運営協議会等に公表

し、今後の事業の見直しや改善の基礎資料とすることを目的とする。 

 

２ 評価の方法 
「松伏町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」に記載の高齢者福祉事業及び介護保険事業、「保険

者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金）」の加算要件について、整理した評価シートを作成し、各項

目の進捗状況等を A～Ｄの４段階で評価する。 

 

評価 内容 

A 計画どおり 

B おおむね計画どおり 

C あまり進んでいない 

D まったく進んでいない 

 

インセンティブ交付金の加算要件については、加算要件への適合状況についても併せて評価する。 

 

評価 内容 

○ 加算要件を満たす 

× 加算要件を満たさない 

 

加算要件・進捗評価ともに昨年令和 6 年度の結果と比較し、各項目の進捗状況を「↗」（向上）、「→」（維

持）、「↘」（停滞）の３段階で示す。進捗評価が向上した、加算要件を満たした数が増加した場合は「↗」

（向上）とし、進捗評価が悪化した、加算要件を満たした数が減少した場合は「↘」（停滞）とする。 

なお、令和７年度に新たに追加された加算要件については、その評価を問わず、進捗評価を設定する。 

 

３ 報告書の見方 
進捗状況が「↗」（向上）、「↘」（停滞）のものについて、その理由等を記載する。「→」（維持）の項目に

ついては、資料編に記載の評価シートを参照すること。なお、補足事項等がある場合には、進捗状況に関わ

らず、記載する。 
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２ 評価結果 
 

１ 強化推進交付金 
 

【評価結果一覧】 

目標 
取組 
指標 

ページ
（※）

R７交付金評価 R７評価 R６交付金評価 R６評価 
進捗 

○ × A B C D ○ × A B C D 
1 1 2 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
1 2 3 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
1 3 4 8 8 16 0 0 0 8 8 14 0 0 2 ↗ 
1 4 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
2 1 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
2 2 10 6 4 8 0 0 2 8 2 8 0 0 2 → 
3 1 12 4 1 4 0 0 1 4 1 4 0 0 1 → 
3 2 14 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 → 

（※）…本報告書のページ数ではなく、評価シート下部に記載のページ数を指す。 

◆向上した項目 

 

目標 １ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする 

取組指標 
３ 自立支援、重度化防止等に関する施策について、実施状況を把握し、必要な改善を行って

いるか。 

評価内容 

認知症総合支援施策として介護予防・認知症予防を目的に実施した「スマホ講座」について、R

６年度から達成状況などの取組の公表を開始したことで評価が「D」から「A」となった。また

これに伴い、これまで交付金評価の対象外だったが、令和８年度から交付金評価は「○」とな

り、加算要件を満たす見込みである。 

 

在宅医療・介護連携施策として吉川・松伏入退院支援ルールの配布や吉川松伏多職種連携の会

主催の研修会を実施しており、これらの取組について R６年度から達成状況などの取組の公表

を開始したことで評価が「D」から「A」となった。またこれに伴い、これまで交付金評価の対

象外だったが、令和８年度から交付金評価は「○」となり、加算要件を満たす見込みである。 

 

 

◆補足事項 

 

目標 ２ 公正・公平な給付を行う体制を構築する 

取組指標 ２ 介護給付費適正化事業を効果的に実施しているか。 

評価内容 

単独請求明細書における準受付審査チェック一覧表の縦覧点検、サービス付き高齢者向け住宅

の入居者のケアプランの点検などは昨年度と同様に行っているものの、県への報告の際に加算

要件を満たしていないと報告してしまったため、加算要件の適合数が減少している。 
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２ 努力支援交付金 
 

【評価結果一覧】 

目標 
取組 
指標 

ページ
（※）

R７交付金評価 R７評価 R６交付金評価 R６評価 
進捗 

○ × A B C D ○ × A B C D 
1 1 16 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 4 ↗ 
1 2 18 6 1 6 0 0 1 5 2 5 0 1 1 ↗ 
1 3 20 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
1 4 22 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 → 
1 5 24 3 1 3 0 0 1 2 2 2 0 0 2 ↗ 
1 6 26 0 5 2 0 0 3 0 5 1 0 0 4 ↗ 
1 7 28 0 6 1 0 0 5 0 4 1 0 0 3 → 
2 1 30 2 3 1 1 0 3 3 2 1 1 1 2 ↘ 
2 2 32 0 4 3 0 0 1 0 4 3 0 0 1 → 
2 3 34 0 4 0 0 1 3        
3 1 36 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 → 
3 2 38 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 → 
3 3 40 2 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 → 

（※）…本報告書のページ数ではなく、評価シート下部に記載のページ数を指す。 

◆向上した項目 

 

目標 １ 介護予防／日常生活支援を推進する 

取組指標 
１ 介護予防・生活支援サービス・一般介護予防事業の実施に当たって、データを活用して課

題の把握を行っているか。 

評価内容 
KDB や見える化システムを活用し、課題の分析を行っているため、評価が「D」から「A」と

なった。またこれに伴い、令和８年度から加算要件を２つ満たす見込みである。 

 

目標 １ 介護予防／日常生活支援を推進する 

取組指標 
２ 通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推進を図るため、アウトリ

ーチ等の取組を実施しているか。 

評価内容 
フレイル防止による介護予防の取組としてご近所さん体操や体力測定会の実施方法を改善して

いることから評価が「C」から「A」となった。 

 

目標 １ 介護予防／日常生活支援を推進する 

取組指標 ５ 地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組を行っているか。 

評価内容 
理学療法士と連携し、ご近所さん体操に理学療法士の意見を取り入れ、改善を図っているた

め、評価が「D」から「A」となった。 
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◆停滞した項目 

目標 ２ 認知症総合支援を推進する 

取組指標 １ 認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築及び社会参加支援が行えているか。 

評価内容 
チームオレンジを設置したものの、活動支援はできても、地域の担い手とのマッチングが出来

ず、今後も取組を実施する予定がなく、評価が「B」から「D」となった。 

 

◆補足事項 

目標 １ 介護予防／日常生活支援を推進する 

取組指標 
４ 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、介護予防・生活支援サービス・一般

介護予防事業の内容等の検討を行っているか。 

評価内容 
加算要件に通いの場の参加者の意見を取り入れることが追加された。ご近所さん体操にて、当

該の取組は達成されていることにより、評価は「A」で加算要件も満たしている。 

 

目標 １ 介護予防／日常生活支援を推進する 

取組指標 ７ 多様なサービスの活用の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を行っているか。 

評価内容 

2 つの加算要件が追加され、どちらも該当の取組を実施しておらず、評価「D」で交付金評価

は「×」である。 

一方、総合事業サービス A の参加者数の推移をデータで整理しており、令和８年度から交付金

評価が「○」となり、加算要件を満たす見込みである。 
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３ 高齢者福祉事業 
【評価結果一覧】 

施策の柱 施策 ページ（※） R７評価 R６評価 進捗 

1 1 2 A A → 
1 2 2 A A → 
1 3 2 A A → 
1 4 4 A A → 
1 5 4 A A → 
1 6 4 A A → 
1 7 4 A A → 
2 1 6 B B → 
2 2 6 B B → 
2 3 6 B B → 
2 4 6 B B → 
2 5 6 B B → 
3 1 8  A  
3 2 8 A A → 
3 3 8 B B → 
3 4-① 10 A A → 
3 4-② 10 A A → 
3 4-③ 10 A A → 
3 4-④ 10 A A → 
3 4-⑤ 10 A A → 
3 4-⑥ 10 A A → 
3 4-⑦ 10 A A → 
3 4-⑧ 10 A A → 
3 5 8 A A → 

（※）…本報告書のページ数ではなく、評価シート下部に記載のページ数を指す。 

 

◆補足事項 

施策の柱 ３ 安全・安心な生活環境の整備 

施策 ４―⑦ 健康マージャンサロンの開催（社会福祉協議会の高齢者施策） 

評価内容 
健康マージャンサロンが好評であり、今後も実施回数を増やすなど参加者が増えていくように

環境整備に努めている。 

 

施策の柱 ３ 安全・安心な生活環境の整備 

施策 ４―⑧ 認知症予防事業「認知症予防ケア教室」（社会福祉協議会の高齢者施策） 

評価内容 
事業内容が好評で毎回参加者が定員を超えた申し込みがあり、定員枠の拡大や今後の優先受付

などを行っている。 
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４ 介護保険事業 
【評価結果一覧】 

施策の柱 施策 ページ（※） R７評価 R６評価 進捗 

1 （1） 2 B B → 
1 （2） 2 A A → 
1 （3） 2 A A → 
1 （4） 2 A B ↗ 
1 （5） 2 A B ↗ 
2 （1） 4 A A → 
2 （2） 4 B B → 
2 （3） 4 A B ↗ 
2 （4） 4 A B ↗ 
3 （1） 6 A A → 
3 （2） 6 A A → 
3 （3） 6 B B → 
3 （4） 6 A A → 
3 （5） 6 A A → 

（※）…本報告書のページ数ではなく、評価シート下部に記載のページ数を指す。 

 

◆向上した項目 

施策の柱 １ 介護予防・日常生活支援総合事業 

施策 （４） 一般介護予防事業 

評価内容 

介護予防普及啓発事業である男性のための健康体操教室は週１回から週 2 回への事業拡大を行

い、同じく音楽健康クラブでは新たに北部会場を開設した。 

参加者の健康状態の把握や分析・評価に取り組むほか、e スポーツ事業は事業拡大を図ってい

く方針であるため、評価が向上した。 

 

施策の柱 １ 介護予防・日常生活支援総合事業 

施策 （５） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

評価内容 

住民ほけん課後期高齢者医療担当をはじめとした関係課と連携し、体力測定会などの取組を実

施し、広く町内の高齢者のフレイル予防を図っている。引き続き庁内連携会議などを行い、こ

うした取組の改善を図っていくため、評価が向上した。 

 

施策の柱 ２ 介護予防・日常生活支援総合事業 

施策 （３） 認知症施策の推進 

評価内容 
認知症初期集中支援チームやチームオレンジ、オレンジカフェなど、従来の取組を引き続き行

うほか、認知症ケアパスを作成する予定のため、評価が向上した。 

 

施策の柱 ２ 介護予防・日常生活支援総合事業 

施策 （４） 生活支援サービスの体制整備 

評価内容 
スマホの使い方相談会や地域資源マップの発行など、町民の生活支援サービスの充実に努めて

いることから、評価が向上した。 
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３ 資料編（評価シート） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



強化推進交付金・努力支援交付金
令和７年度 評価シート

令和８年３月
松伏町

1 / 41 ページ



区分 強化推進交付金

目標 １　持続可能な地域のあるべき姿をにかたちにする

取組指標 １　地域の介護保険事業の特徴を把握しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
「地域包括ケア「見える化」システム」を活用し、サービス資源や給付費等の現
状把握・分析等を行っている

〇 Ａ 〇 Ａ 「見える化システム」を活用し抽出した地域の特徴を分析している。 引き続き、継続して実施

イ 日常生活圏域別の特徴を把握・整理している 〇 Ａ 〇 Ａ 町の日常生活圏域は１つとなっている。 引き続き、継続して実施

ウ
地域の介護保険事業の特徴を踏まえ、相談窓口やサービスの種類・内容、利用手
続などについて、住民に周知を行っている

〇 Ａ 〇 Ａ
町ホームページのほか、新たに第１号被保険者になった町民に対して
介護保険制度のパンフレットを介護保険証と同封して送付している。

引き続き、継続して実施

エ 地域の介護保険事業の特徴を公表している 〇 Ａ 〇 Ａ 町ホームページに公表している。 引き続き、継続して実施

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

日常生活圏域とは？
日常生活圏域とは、地理的条件、人口、交通、その他の社会的条件、

施設の整備状況などを総合的に勘案して定めた区域であり、高齢者が住
み慣れた身近な地域において自立した日常生活を営むことができるよう
に圏域ごとの特徴を把握しながら、施策を行います。松伏町においては
町内全域を１圏域としています。

計画P.45 

地域包括ケア「見える化」システムとは？
地域包括ケア「見える化」システムとは、地域の介護保険サービスの利用状況等の情

報を一元化したシステムで、様々なデータを視覚化できるだけでなく、他の地域との比
較などができるほか、県をはじめとした関係機関との情報共有にも活用しています。主
に地方自治体向けのシステムですが、利用登録すれば、誰でも閲覧することができます。

2 / 41 ページ



区分 強化推進交付金

目標 １　持続可能な地域のあるべき姿をにかたちにする

取組指標 ２　介護保険事業計画の進捗状況（介護サービス見込み量の計画値と実績値の乖離状況）を分析しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 毎年度、計画値と実績値の乖離状況について、モニタリングを行っている 〇 Ａ 〇 Ａ
毎年度、計画値と実績値について、モニタリングを実施し町ＨＰに公
表している。

引き続き、継続して実施する。

イ
モニタリングの結果を外部の関係者と共有し、乖離の要因やその対応策につい
て、外部の関係者を含む議論の場で検証を行っている

〇 Ａ 〇 Ａ
令和５年度からモニタリング結果を「介護保険等運営協議会」で今後
のサービス提供について、委員から見直しの意見聴取を行っている。

引き続き、継続して実施する。

ウ
モニタリングの結果やイの検証を踏まえ、サービス提供体制について必要な見直
しを行っている

〇 Ａ 〇 Ａ
令和５年度からモニタリング結果を「介護保険等運営協議会」で今後
のサービス提供について、委員から見直しの意見聴取を行っている。

引き続き、継続して実施する。

エ モニタリングの結果を公表している 〇 Ａ 〇 Ａ
毎年度、計画値と実績値について、モニタリングを実施し町ＨＰに公
表している。

引き続き、継続して実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

介護保険事業計画とは？
地域の介護保険事業の円滑な実施のために、介護保険法に基づいて３年ごとに町

が策定する行政計画です。日常生活圏域の設定、計画期間内の各サービスの利用者
の見込み、保険料の調整を行います。

3 / 41 ページ



区分 強化推進交付金

目標 １　持続可能な地域のあるべき姿をにかたちにする

取組指標 ３　自立支援、重度化防止等に関する施策について、実施状況を把握し、必要な改善を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整
理している

　①　介護予防・生活支援サービス 〇 Ａ 〇 Ａ
総合事業（訪問型サービス、通所型サービス、サービスAなど）を実
施し、状況を把握・整理している。

引き続き、継続して実施する。

　②　一般介護予防事業 〇 Ａ 〇 Ａ
ご近所さん体操やいきいき健康体操教室、男性のための健康体操教室
などを実施し、状況を把握・整理している。

引き続き、継続して実施する。

　③　認知症総合支援 × Ａ × Ａ
介護予防・認知症予防を目的に「スマホ講座」を実施し、実施状況を
把握し整理している。

引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

　④　在宅医療・介護連携 × Ａ × Ａ
吉川・松伏入退院支援ルールの配布や吉川松伏多職種連携の会主催の
研修会の実施状況を把握・整理している。

引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている

　①　介護予防・生活支援サービス 〇 Ａ 〇 Ａ 参加人数や実施回数の指標を介護保険事業計画に定めているため。 引き続き、継続して実施する。

　②　一般介護予防事業 〇 Ａ 〇 Ａ 計画に計画値を設定し、毎年度実績値との比較を行っているため。 引き続き、継続して実施する。

　③　認知症総合支援 × Ａ × Ａ 毎年度、実績値との比較を行っているため。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

　④　在宅医療・介護連携 × Ａ × Ａ 毎年度、実績値との比較を行っているため。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改
善・見直し等を行っている

　①　介護予防・生活支援サービス 〇 Ａ 〇 Ａ
実績値の把握だけでなく、事業ごとに分析・改善・見直しを図ってい
る。

引き続き、継続して実施する。

　②　一般介護予防事業 〇 Ａ 〇 Ａ
実績値の把握だけでなく、事業ごとに分析・改善・見直しを図ってい
る。

引き続き、継続して実施する。

　③　認知症総合支援 × Ａ × Ａ
実績値の把握だけでなく、事業ごとに分析・改善・見直しを図ってい
る。

引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

　④　在宅医療・介護連携 × Ａ × Ａ
実績値の把握だけでなく、事業ごとに分析・改善・見直しを図ってい
る。

引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している

　①　介護予防・生活支援サービス 〇 Ａ 〇 Ａ 町のＨＰで公表している。 引き続き、継続して実施する。

　②　一般介護予防事業 〇 Ａ 〇 Ａ 町のＨＰで公表している。 引き続き、継続して実施する。

　③　認知症総合支援 × Ａ × Ｄ 町のＨＰで公表している。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

　④　在宅医療・介護連携 × Ａ × Ｄ 町のＨＰで公表している。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる予定。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

ア

イ

ウ

エ

LIFEとは？
介護施設・事業所で提供されるケアの質の向上を目的に設計され

たシステムで、ケアプランや利用者の状態などのデータを集めるこ
とで、全国のデータに基づいてフィードバックを行うとともに、職

自立支援・重度化防止とは？
介護保険法第５条４では被保険者が住み慣れた地域で日常生活を送れるよう

に、要介護状態への予防や悪化の防止に地方公共団体が努めなければならない
とあります。

そこで、Ｒ６の法改正ではリハビリテーション・口腔・栄養の関係職種が情
報を一体的に共有することの重要性やLIFEの活用などが盛り込まれています。
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【解説】

スマホ講座 いきいき健康体操教室
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区分 強化推進交付金

目標 １　持続可能な地域のあるべき姿をにかたちにする

取組指標 ４　保険者機能強化推進交付金等に係る評価結果を関係者間で共有し、自立支援、重度化防止等に関する施策の遂行に活用しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 年に１回以上、評価結果を庁内の関係者間で説明・共有する場がある 〇 Ａ 〇 Ａ
令和８年３月に「松伏町介護保険等運営協議会」で令和７年度の事業
評価結果の説明を行う予定。なお、「松伏町介護保険等運営協議会」
は医療・介護・町民で構成している組織である。

令和８年度は介護保険事業計画策定の年であり、年５
回ほどの会議を開催する予定。

イ アの場には、庁内のみならず、外部の関係者が参画している 〇 Ａ 〇 Ａ
「松伏町介護保険等運営協議会」には、被保険者代表や医療・介護従
事者、地域包括支援センターなどが参画している。

今年度同様、被保険者代表や医療・介護従事者、地域
包括支援センターなどに参画していただく予定。

ウ アの場における意見を、施策の改善・見直し等に活用している 〇 Ａ 〇 Ａ
各委員からの意見聴取を行い今後の事業展開への改善・見直しを行っ
ている。

引き続き、継続して実施予定。

エ 市町村において全ての評価結果を公表している 〇 Ａ 〇 Ａ 令和８年３月末に評価結果を町ホームページで公表する予定。
令和９年３月末に評価結果を町ホームページで公表す
る予定。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

6 / 41 ページ



【メモ欄】
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区分 強化推進交付金

目標 ２　公正・公平な給付を行う体制を構築する

取組指標 １　介護給付費の適正化に向けた方策を策定しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
地域のサービス資源や給付費等の動向を把握し、他の地域とも比較・分析の上、
介護給付費の適正化方策を策定している

〇 Ａ 〇 Ａ
第９期計画にて、見える化システムによる分析を行い、県や国保連か
ら情報を得て、介護給付費の適正化を図る。

今年度と同様

イ
介護給付費の適正化方策に基づく取組の効果を検証するための評価指標を定めて
いる

〇 Ａ 〇 Ａ
第９期計画にて、介護給付適正化事業（主要３事業）の目標設定を定
めている。

今年度と同様

ウ
イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・見直し等
を行っている

〇 Ａ 〇 Ａ
町介護保険等運営協議会において、各委員からの意見聴取を行い今後
の事業展開への改善・見直しを行った。

今年度と同様

エ イの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 〇 Ａ 〇 Ａ 令和６年度中に町の評価について町HPで公表するため。 今年度と同様

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

介護給付費の適正化について
介護給付の適正化とは、介護サービスを必要とする利用者を適切に認

定し、適切なケアマネジメントにより利用者が真に必要とするサービス
を見極めた上で、事業者がサービスを適切に提供するよう促すことです。

適切なサービスを提供した結果、費用の効率化を図ることができ、持
続可能な介護保険制度が可能となります。
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【解説】
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区分 強化推進交付金

目標 ２　公正・公平な給付を行う体制を構築する

取組指標 ２　介護給付費適正化事業を効果的に実施しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 介護給付費適正化事業のうち、いくつを実施しているか

①　要介護認定の適正化 〇 Ａ 〇 Ａ
要介護認定申請から認定までに至る日数や審査会の合議体ごとに１案
件に係る所要時間を計測し、手順を見直すことでできる限り認定に係
る日数を３０日以内抑えられるよう方策を検討している。

今年度と同じ

②　ケアプラン等の点検 〇 Ａ 〇 Ａ 令和６年度は９つの居宅介護支援事業所のケアプランを点検
居宅介護支援事業所に加え、地域包括支援センターも
含める

③　縦覧点検・医療情報の突合 〇 Ａ 〇 Ａ 国民健康保険連合会に委託し、毎月突合している 今年度と同じ

イ 縦覧点検10帳票のうち、効果が高いと期待される４帳票をいくつ点検しているか

①　居宅介護支援請求におけるサービス実施一覧表 〇 Ａ 〇 Ａ 定期的に出力し、確認している 今年度と同じ

②　重複請求縦覧チェック一覧表（サービス間・事業所間の整合性の確認） 〇 Ａ 〇 Ａ 定期的に出力し、確認している 今年度と同じ

③　算定期間回数制限縦覧チェック一覧表 〇 Ａ 〇 Ａ 定期的に出力し、確認している 今年度と同じ

④　単独請求明細書における単独請求明細書における準受付審査チェック一覧表 × Ａ 〇 Ａ
実際は〇であるが、誤って×で県に報告した。令和６年度途中からこ
の帳票の点検も含めた。

今年度と同様、この帳票も点検する

ウ
ケアプラン点検の実施に当たって、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住
宅の入居者に係るものも含めている

× Ａ 〇 Ａ
実際は〇であるが、誤って×と県に報告した。サービス付き高齢者向
け住宅の入居者のケアプランについても点検することができた。

今年度と同様、サービス付き高齢者向け住宅の入居者
のケアプラン点検をする予定

エ
福祉用具の貸与後に、リハビリテーション専門職等が用具の適切な利用がなされ
ているかどうかを点検する仕組みがある

× Ｄ × Ｄ 専門職がいないため点検ができていない
有資格者（地域包括支援センター職員等）に点検をお
願いできないか検討

オ
福祉用具購入費・住宅改修費の申請内容について、リハビリテーション専門職等
がその妥当性を検討する仕組みがある

× Ｄ × Ｄ 専門職がいないため点検ができていない
有資格者（地域包括支援センター職員等）に点検をお
願いできないか検討

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

介護給付費適正化事業とは？
要介護認定の適正化・・・介護保険制度は医療保険と異なり、サービスの利用に要介護認定を受ける必要があり、保険給付は要介護度に応じた金

額となっています。利用者の要介護認定を適切に設定することで、適切なサービスへとつなげます。要介護認定には計７段階あり、程度の小さいも
のから順に要支援（１・２）、要介護（１〜５）となっています。
ケアプラン等の点検・・・ケアプランは利用者やその家族の状況を踏まえ、介護サービスの内容や金額等を示した計画書になります。より適切な

ケアプランになっているか点検を行います。
縦覧点検・医療情報の突合・・・医療保険と介護保険の給付情報を突合させ、確認することで、提供されたサービスの整合性を確認します。
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【解説】

１ 要介護認定の適正化

２ ケアプラン点検 専門のケアプラン点検業者に業務委託
（１）点検対象
基本的には国民健康保険連合会から提供される「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」と「支給

限度額一定割合超一覧表」の２つの帳票をもとにケアプランの点検をしたい利用者を抽出。居宅介護支援事業
所に対象のケアプランの提供をいただき、契約締結をしたケアプラン点検の委託業者に点検を依頼している。
ア 町内居宅介護支援事業所…８件
イ サービス付き高齢者向け住宅に入居している被保険者を担当している居宅介護支援事業所…１件

（２）点検結果
委託業者からの指摘事項等は、各居宅介護支援事業所の管理者に向けて報告しており、今後のケアプラン

作成のために活用していただく。

３ 縦覧点検・医療情報の突合
埼玉県国民健康保険連合会に委託しているため、「〇」と評価
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区分 強化推進交付金

目標 ３　介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

取組指標 １　地域における介護人材の確保・定着のため、都道府県等と連携しつつ、必要な取組を実施しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
地域における介護人材の現状や課題を把握し、これを都道府県や関係団体と共有
している

〇 Ａ 〇 Ａ
令和７年１１月２１日に埼玉県主催で開催された「令和７年度介護人
材確保対策市町村連絡会議」で介護職員数や離職率、県内自治体の介
護人材確保支援事業事例などを共有している。

今年度同様、引き続き実施する。

イ 都道府県や関係団体の取組と協働した取組を行っている 〇 Ａ 〇 Ａ

埼玉県地域包括ケア課が実施しているポータルサイト「SAITAMA
KAIGO NEXT」の普及啓発（チラシの窓口配架やホームページで紹介
等）や埼玉県介護人材確保総合推進事業事務局（株式会社パソナライ
フケア）主催の介護のお仕事就職・個別相談会の開催を行った。

今年度同様、引き続き実施する。

ウ 市町村としての独自事業を実施している 〇 Ａ 〇 Ａ
基礎研修及び入門的研修、就職に対する個別相談会、マッチング支援
を実施し介護人材の確保に努めた。

今年度同様、引き続き実施する予定だが、就労実績が
ないため就労者１名を目指す。

エ イ又はウの取組の成果を公表している 〇 Ａ 〇 Ａ 町ホームページで公表している。 今年度同様、引き続き実施する。

オ 地域における介護人材の将来的な必要数の推計を行い、これを公表している 〇 Ｄ × Ｄ 地域における介護人材の将来的な必要数の推計ができていない。
介護人材の将来的な必要数の推計方法が把握できてい
ないので推計方法について調査する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

12 / 41 ページ



【解説】

ア 令和７年度介護人材確保対策市町村連絡会議（埼玉県主催）
埼玉県主催でオンライン実施。
日時：令和７年１１月２１日（金）

１４時００分から１５時１５分

イ 埼玉県介護人材確保総合推進事業（県から受託運営会社：株式会社パソナライフケア）
介護のお仕事就職・個別相談会
介護の仕事に興味を持っている方や就職希望者を対象に、就職相談会を実施。越谷市・吉川市・松伏町の２市１町で合同開催。
第１回 令和７年７月４日（金）１３時３０分から１５時３０分まで

越谷市中央市民会館５階２・３会議室
第２回 令和８年２月２８日（土）１３：３０〜１５：３０

越谷市中央市民会館５階第２・３会議室

ウ 松伏町介護人材確保支援事業
目 的：介護人材確保を支援するため、研修や介護職場の魅力発信、介護施設等とのマッチング支援を行い、就労促進や早期離職の防止を目指す。
委託業者：株式会社シグマスタッフ埼玉支店
契約期間：令和７年５月１９日から令和８年３月３１日まで
実 績：①普及啓発活動

研修チラシの配布（役場窓口、公共施設、銀行・郵便局、医療・介護施設、近隣駅、新聞折り込み等）
②介護に関する入門的研修

日時：令和７年１９日、２０日、２１日、２６日、２７日 いずれも９時３０分から１６時３０分
会場：松伏町中央公民館２０１・２０２会議室
受講（修了）者数：９名

③個別相談会
上記の研修中に個別に相談会を実施し、就労に対する意向や相談を受けた。

④マッチング支援
研修終了後、委託業者から個別に聞き取りや就労支援を実施している。

（資料一部抜粋）
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区分 強化推進交付金

目標 ３　介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

取組指標 ２　地域におけるサービス提供体制の確保や、自立支援・重度化防止、介護人材確保に関する施策等の推進に当たって、庁内・庁外における関係者との連携体制が確保されているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
介護・福祉関係部局や医療、住まい、就労関係部局など、高齢者の自立支援・重
度化防止等に向けた庁内の連携を確保するための場又は規程がある

〇 Ａ 〇 Ａ
庁内連携について規程の制定はしていないが、町の組織規模が小さい
ため、他の担当も含めた調整は通常業務の一環として行っている。

今年度同様、引き続き実施する。

イ
都道府県や事業者、関係団体、専門職等外部の関係者との連携を確保するための
場がある

〇 Ａ 〇 Ａ

介護人材確保は、埼玉県・ハローワーク越谷・町環境経済課・町教育
委員会・町商工会。
自立支援・重度化予防などの案件の場合については、埼玉県・介護事
業所・ケアマネジャー・地域包括支援センター・社会福祉協議会・理
学療法士。

今年度同様、引き続き実施する。

ウ ア及びイの連携体制を、次の施策分野ごとの取組に活用している

➀　介護予防・生活支援サービス 〇 Ａ 〇 Ａ 地域包括支援センター・社会福祉協議会・理学療法士と連携 今年度同様、引き続き実施する。

②　一般介護予防事業 〇 Ａ 〇 Ａ 地域包括支援センター・社会福祉協議会・理学療法士と連携 今年度同様、引き続き実施する。

③　認知症総合支援 〇 Ａ 〇 Ａ
埼玉県・介護事業所・ケアマネジャー・地域包括支援センター・社会
福祉協議会と連携

今年度同様、引き続き実施する。

④　在宅医療・介護連携 〇 Ａ 〇 Ａ
吉川松伏医師会・医師会管内の医療機関・介護機関・地域包括支援セ
ンター・国民健康保険担当・後期高齢者医療担当と連携

今年度同様、引き続き実施する。

⑤　介護人材確保等 〇 Ａ 〇 Ａ 町環境経済課・町教育委員会・町商工会・ハローワークと連携 今年度同様、引き続き実施する。

エ
ア及びイによる連携体制を活用し、高齢者の住まいの確保と生活の一体的支援に
関する取組を実施している

〇 Ａ 〇 Ａ
高齢者の住まいの確保についての支援策の情報を埼玉県・町新市街地
整備課と共同で提供しているため

今年度同様、引き続き実施する。

オ
ア及びイによる連携体制を、重層的支援体制整備事業の実施や地域の誰もが参画
できる場づくりなど、介護保険事業に留まらない地域づくりにも活用している

〇 Ａ 〇 Ａ
庁内規模が小さいため、案件に対して必要となる担当との連携を実施
しているため、重層的支援体制と同様の対応をすでに実施しているた
め。（介護・地域支援・障がい・社会福祉・子育て・教育等）

今年度同様、引き続き実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

重層的支援体制整備事業とは？
「高齢者」、「障がい者」、「子ども」といっ

た従来の福祉の枠組みの狭間にあり、支援制度が
届かなかった方に支援を行うため新しい事業です。

以下の５つの事業で構成されます。
・包括的相談支援事業
・参加支援事業
・地域づくり事業
・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
・多機関協働事業
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【メモ欄】
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 １　介護予防・生活支援サービス・一般介護予防事業の実施に当たって、データを活用して課題の把握を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 介護予防のケアプランや要介護認定の調査票等を確認している × Ａ × Ｄ 地域包括支援センターのケアプランも確認している。 令和７年度より予防支援事業所も対象とした。

イ ＫＤＢや見える化システム等既存のデータベースやシステムを活用している × Ａ × Ｄ
町の医療費や介護費、認定者数、取り組み課題などを把握するために
ＫＤＢシステムを活用している。

令和８年度より交付金評価が〇になる予定。

ウ 毎年度、ア又はイのデータを活用して課題の分析を行っている × Ａ × Ｄ 課題の分析結果を庁内連携会議で情報共有している。 令和８年度より交付金評価が〇になる予定。

エ データに基づく課題分析等の結果を施策の改善・見直し等に活用している × Ｄ × Ｄ ウを実施していない。 実施予定なし。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

KDBとは？
国保データベースの略で、KDBは「健診・保健

指導情報」、「医療情報」、「介護情報」を利活
用して、地域の健康課題や個人に効果的な保険事
業の実施を促します。
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【メモ欄】
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ２　通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推進を図るため、アウトリーチ等の取組を実施しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 通いの場への参加促進を図るための課題を把握・分析している 〇 Ａ 〇 Ａ
地域包括支援センターが各種調査で自宅に伺った際に、外出機会が少
なく通いの場や介護予防事業の参加が必要と判断した場合に、周知や
参加要請等を行っている。

今年度同様、引き続き実施する。

イ
通いの場に参加していない者の健康状態や生活状況、医療や介護サービスの利用
状況等を定量的に把握し、データとして整理している

〇 Ａ 〇 Ａ 町の保健師がハイリスク該当者に対して、アプローチを図っている。 今年度同様、引き続き実施する。

通いの場を含む介護予防に資する取組に対して、次のような具体的なアプローチ
を行っている

①　通いの場に参加していない者の居宅等へのアウトリーチに関する取組 〇 Ａ 〇 Ａ
地域包括支援センターや地域のご近所さん体操サポーターが通いの場
への参加要請を行っている。

今年度同様、引き続き実施する。

②　医療機関等が通いの場等への参加を促す仕組みの構築 〇 Ａ 〇 Ａ
町内医療機関にご近所さん体操を紹介するチラシを窓口に配架し参加
を促している。

今年度同様、引き続き実施する。

③　介護予防に資する取組やボランティアへの参加に対するポイント付与の実施 〇 Ａ 〇 Ａ
介護予防事業に参加した際に、「マップー・健幸・マイレージ」のポ
イント付与を行っている。

今年度同様、引き続き実施する。

④　③のポイント事業参加者の健康状態等のデータベース化 × Ｄ × Ｄ
保健センターや後期高齢者医療担当とデータベース化に向けて協議し
たが、マンパワー不足のためデータベース化ができなかった。

実施予定なし。

エ データに基づく課題分析等の結果を施策の改善・見直し等に活用している 〇 Ａ × Ｃ
ご近所さん体操や一体化の体力測定会での結果を参考に、理学療法士
とともに測定内容の見直しを図っている。

今年度同様、引き続き実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

ウ

通いの場とは？
高齢者が年齢や心身の状態によらず、誰でも参

加でき、体操や会食といった活動を行う場です。
交流を通じて、心身の健康づくりにつながり、介

アウトリーチとは？
相談を受けるという受動的な姿勢ではなく、積

極的に対象者に働きかけること。対象者の把握か
ら支援を必要としている人に必要なサービスや情
報などを届けること。
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【解説】

ご近所さん体操を対象としたポピュレーションアプローチ 医療機関配布チラシ
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ３　介護予防等と保健事業を一体的に実施しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 通いの場における健康チェックや栄養指導・口腔ケア等を実施している 〇 Ａ 〇 Ａ
通いの場（ご近所さん体操）において、「栄養講座」及び「口腔機能
改善講座」を行い、栄養指導や口腔ケアを実施している。

引き続き、実施予定

イ
通いの場での健康チェック等の結果を踏まえて医療機関等による早期介入（個別
支援）につなげる仕組みを構築している

〇 Ａ 〇 Ａ
体力測定を実施し、フレイルの疑いがある方に対して医療機関の受診
勧奨を促している。

引き続き、実施予定

ウ 現役世代の生活習慣病対策と、介護予防とが連携した取組を実施している 〇 Ａ 〇 Ａ
町の特定保健指導時に、介護予防事業等を周知している。また、庁内
連携会議を活用しパンフレットを作成し通いの場や医療機関で普及啓
発を図っている。

引き続き、実施予定

エ 毎年度、一体的実施の成果を分析し、取組の改善・見直し等を行っている 〇 Ａ 〇 Ａ
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る庁内連携会議にお
いて、一体的実施の成果を分析し関係課に共有している。また、今後
の課題への取組・見直しを図っている。

引き続き、実施予定

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

介護予防と保健事業の関わりについて
従来では介護予防と保健事業は別々に行われていま

したが、一体的に実施することで、フレイル予防や生
活機能の改善など、高齢者の自立した地域生活に相乗
効果がみられるため、2020年に介護保険法などの法改
正をとともに推進が図られました。
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【解説】

ア 通いの場（ご近所さん体操）における栄養講座及び口腔機能改善講座
●栄養講座

令和７年１０月から１１月までの期間で通いの場全２４会場に管理栄養士を派遣し、「フレイル予防のための食事の取り方」をテーマに実施した。
参加者数：延べ３１５人

●口腔機能改善講座
令和８年１月から２月までの期間で通いの場全２４会場に歯科衛生士を派遣し、「かむ力と飲み込む力の強化法」をテーマに実施した。
参加者数：延べ３１１人

イ 通いの場における新規会場参加者を対象とした体力測定会
理学療法士が測定結果を分析し参加者にフィードバックしている。フレイルの疑いがある方に対して医療機関等の受診勧奨を実施。
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施 体力測定会

高齢者一人一人が健康の保持・増進の意識を高め、疾病予防・フレイル予防を楽しく・元気にとりいれるきっかけづくりとする。
また、町の事業を知ってもらい、 町事業への参加を促す機会とする。
対象者：６５歳以上の松伏町民、すべての日程に参加できる方
実施日程：第１回 令和７年１０月１６日（木） 体力測定、町事業の各課紹介

第２回 令和７年１０月２８日（火） 講話：理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士
第３回 令和８年 １月１５日（木） 体力測定（評価）、各位連絡事項

※体力測定の内容は、握力・開眼片足立ち・５ｍ最大歩行速度・30秒間立ち上がりテスト・Timed up ＆ Go Test

参加者数：第１回 １５名 第２回 １３名 第３回 ９名
ウ・エ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施における庁内連携会議

高齢者の健康づくり、疾病予防、重症化予防等に取り組み、健康長寿を目指し、連携強化を図るために実施している。
第１回 令和７年５月１６日 第２回 令和７年９月３０日 第３回 令和８年２月１９日
関係部署：住民ほけん課国民健康保険担当・後期高齢者医療担当、いきいき福祉課地域支援担当、保健センター、南部・北部地域包括支援センター

（資料一部抜粋）
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ４　通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、介護予防・生活支援サービス・一般介護予防事業の内容等の検討を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 通いの場の参加者の健康状態を継続的・定量的に把握する体制が整っている 〇 Ａ 〇 Ａ 体力測定を定期的に行い、参加者の健康状態を把握している。
令和８年度は介護予防等と保健事業の一体化事業と共
同事業としてご近所さん体操参加者を対象に体力測定
会を実施予定。

イ 毎年度、経年的な評価や分析等を行っている 〇 Ａ 〇 Ａ 理学療法士とともに体力測定結果を分析している。 前年同様、継続して実施する。

ウ 行政以外の外部の関係者の意見を取り入れている 〇 Ａ 〇 Ａ
専門職（理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等）の意見を取り入れ
ている。

前年同様、継続して実施する。

エ 通いの場の参加者の意見を取り入れている 〇 Ａ
参加者やサポーターからの意見・要望をご近所さん体操に取り入れて
いる。

前年同様、継続して実施する。

オ 分析結果等をサービス内容の充実等に活用している 〇 Ａ 〇 Ａ
分析結果や参加者意見を参考に、令和７年度はご近所さん体操活動助
成金を開始した。

前年同様、継続して実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

体力測定
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【解説】

ご近所さん体操活動助成金
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ５　地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
国が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施策の
検討に活用し、リハビリテーションに関する目標を市町村介護保険事業計画に設
定している

× Ｄ × Ｄ
松伏町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画に記載していな
い。

第１０期介護保険事業計画策定時に設定を目指す。

イ
郡市区医師会等の関係団体と連携して協議の場を設置し、介護予防の場や介護事
業所にリハビリテーション専門職等が関与する仕組みを設けている

〇 Ａ 〇 Ａ
通いの場（ご近所さん体操）全会場に対して、理学療法士（町内外）
を派遣し体の動かし方や個別相談などを実施している。

前年同様、継続して実施する。

ウ
リハビリテーション専門職を含む医療専門職を介護予防の場や地域ケア会議等に
安定的に派遣するための具体的な内容を議論するなど、イの協議の場を活用して
いる

〇 Ａ 〇 Ａ
イの活動の場を通じて、ご近所さん体操事業での理学療法士の現場支
援や地域ケア会議への出席について安定した派遣を図れている。

前年同様、継続して実施する。

エ 毎年度、取組内容の成果を分析し、改善・見直し等を行っている 〇 Ａ × Ｄ
ご近所さん体操事業での理学療法士による現場支援実施後に取組内容
について意見交換を行い翌年度の取組に反映させている。

前年同様、継続して実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

地域ケア会議とは？
要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・
介護・介護予防・生活支援・住まいを一体的に提供する
“地域包括ケアシステム”の実現の取り組みの一つです。

介護支援専門員、保健医療・福祉に関する専門的知識
を有する者や民生委員などで構成され、高齢者が地域に
おいて自立した日常生活が営めるように、 ネットワー
クの構築、ケアマネジメント支援、地域課題についての
把握を行います。
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【解説】

理学療法士による現場支援（ご近所さん体操）
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ６　生活支援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・生活支援の体制が確保されているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
地域における介護予防・生活支援サービス等の提供状況、地域資源、利用者数の
推移、心身及び生活状況の傾向、高齢者の地域の担い手としての参画状況等を把
握し、データとして整理している

× Ａ × Ａ
自治会で取り組まれているサロンの発掘など高齢者の地域の担い手と
しての参画状況尾把握している。

令和８年度から交付金評価が〇になる予定。

イ アで整理したデータを、地域住民や関係団体等に提供・説明している × Ａ × Ｄ 生活支援体制整備協議体の場で情報共有・報告している。 令和８年度から交付金評価が〇になる予定。

ウ
アで整理したデータを踏まえ、生活支援コーディネーターとともに、協議体を活
用しながら、地域の課題を分析・評価している

× Ｄ × Ｄ 未実施 令和８年度から交付金評価が〇になる予定。

エ
ウの分析・評価を踏まえ、市町村として、介護予防・生活支援サービスの推進方
策を策定し、関係者に周知している

× Ｄ × Ｄ 未実施 実施予定なし

オ
エで策定した市町村としての推進方策を定期的に見直し、関係者に周知する仕組
みがある

× Ｄ × Ｄ 未実施 実施予定なし

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

生活支援コーディネーターとは？
地域支えあい推進員とも呼ばれ、高齢者の地

域生活における課題解決の支援をしたり、地域
の介護予防活動のサポートをします。

生活支援コーディネーターはその活動範囲が
３種類あり、第１層（市町村全域）、第２層
（日常生活圏域）、第３層（サービス提供組織
に所属）となっています。
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【解説】

生活支援体制整備協議体
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区分 努力支援交付金

目標 １　介護予防／日常生活支援を推進する

取組指標 ７　多様なサービスの活用の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの実施状況、地域資源、利用者数の
推移、心身及び生活状況の傾向のほか、現状では対応が困難な地域の困り事等を
把握し、データとして整理している

× Ａ × Ａ 総合事業サービスǍの参加者数の推移をデータで整理している。 令和８年度から交付金評価が〇になる予定。

イ
介護予防・日常生活支援総合事業の利用者等の意見を取り入れる仕組みを整えて
いる

× Ｄ 未実施 要検討

ウ
アで整理したデータ又はイの意見を踏まえ、多様なサービスの推進に向け 、地
域の課題を分析・評価・共有している

× Ｄ × Ｄ 未実施 要検討

エ
ウの分析・評価を踏まえ、多様なサービスの推進に向け、市町村としての推進方
策を策定し、関係者に周知している

× Ｄ × Ｄ 未実施 要検討

オ
エの推進方策の策定にあたり、多様なサービスの対象者モデルの提示や、第一号
介護予防支援事業における目標指向型のケアマネジメントの取組を評価する仕組
みを整えている。

× Ｄ 未実施 要検討

カ
ア～オのプロセスを踏まえ、エで策定した市町村としての推進方策を定期的に改
善・見直し等を行う仕組みがある

× Ｄ × Ｄ 未実施 要検討

【メモ欄】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標
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【メモ欄】
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区分 努力支援交付金

目標 ２　認知症総合支援を推進する

取組指標 １　認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築及び社会参加支援が行えているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
認知症の人の声を聞く機会（本人ミーティング、活動場所への訪問など）を設け
ている

〇 Ｂ 〇 Ｃ
認知症の人の声を聞く機会として、オレンジカフェと認知症ステップ
アップ講座を行っている。

引き続き、実施する。

イ
成年後見制度利用支援事業に関し、対象を市町村長申立や生活保護受給者に限定
しない要綱等を整備している

× Ｄ × Ｄ
町の要綱では、市町村申立や生活保護受給者、非課税の方に限定して
いる。

見直し予定なし。

ウ
認知症サポーター等による支援チーム等の活動グループ（チームオレンジなど）
を設置している

〇 Ａ 〇 Ａ チームオレンジを１チーム設置している。 チーム数・チーム員の拡大を目指す。

エ
認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につながるよう、ウに
よる活動グループを含む地域の担い手とのマッチングを行っている

× Ｄ 〇 Ｂ
チームオレンジ設置後、活動支援は行っているが、活動が安定するま
でマッチングを行うのが難しいため。

実施予定なし

オ
認知症の人が希望に応じて農業、商品の製造・販売、食堂の運営、地域活動やマ
ルシェの開催等に参画できるよう、支援している

× Ｄ × Ｄ 未実施 実施予定なし

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

成年後見制度とは？
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力に不安がある人が

いろいろな契約や手続きをする際に支援することで、その人の財産や生
活を守る制度です。

具体的な支援としては、
・不動産や預貯金の管理
・介護サービス、入院等の契約や履行状況の確認などです。

チームオレンジとは？
近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症と思われる初期の段階

から、本人やその家族の生活面などの支援を行う取組です。認知症サポー
ターを地域の支援ニーズと結びつけます。

「まつぶし社協だより 令和７年１月」より引用
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【解説】

チームオレンジ定例会 認知症ステップアップ講座
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区分 努力支援交付金

目標 ２　認知症総合支援を推進する

取組指標 ２　認知症状のある人に対して、専門医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を構築しているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 認知症に関わる医療機関や認知症初期集中支援チームの周知を行っている × Ｄ × Ｄ
パンフレットを窓口に配架し普及啓発は行っているが、国が定めてい
る評価指標に該当しないため、実施なしとしている。

令和７年度中に「松伏町認知症ケアパス」を作成予定
で、令和８年度から公共施設や医療機関等で周知する
予定。

イ 認知症に関わる医療機関と連携した取組を行っている × Ａ × Ａ
情報連携ツールとして、ＭＣＳ（メディカルケアステーション）を活
用し、認知症医療に関する連絡や相談ができる体制を整備している。

引き続き、継続して実施する。

ウ 情報連携ツール等を活用して、関係者間で連携ルールを策定している × Ａ × Ａ
「松伏町認知症初期集中支援チーム事業実施マニュアル」を策定し、
ＭＣＳ（メディカルケアステーション）を活用して共有している。

引き続き、継続して実施する。

エ
アからウまでを踏まえ、医療・介護専門職による早期対応や早期診断に繋げる体
制づくりを構築した上で、実際に運用を図っている

× Ａ × Ａ
「松伏町認知症初期集中支援チーム事業実施マニュアル」を運用し、
早期対応や早期診断に繋げる体制づくりを構築している。

引き続き、継続して実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

認知症初期集中支援チームとは？
認知症になっても本人の意思が尊重さ

れ、できる限り住み慣れた地域のよい環
境で暮らし続けられるように早期診断・
早期対応をするためのチームです。 複数
の専門職が本人やその家族を訪問し、ア
セ スメント、家族支援などの初期の支援
を包括的、集中的（おおむね６ヶ月）に
行い、自立生活のサポー トを行います。

チームオレンジとは、支援者の主体や目
的が異なっています。
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【解説】

ア 認知症に関わる医療機関や認知症初期集中支援チームの周知
令和７年度中に「松伏町認知症ケアパス」を作成し令和８年４月１日から配布予定。

イ 認知症に関わる医療機関と連携した取り組み
ＭＣＳ（メディカルケアステーション）
病院、クリニック、薬局、介護施設などの医療・介護従事者が患者情報やケアに関する情報等を安全に共有し、連携するための医療介護専用ＳＮＳプラットフォー

ムです。認知症初期集中支援チームの情報発信・情報共有ができるグループを作成し活用しています。

ウ・エ 松伏町認知症初期集中支援チーム事業実施マニュアル
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区分 努力支援交付金

目標 ２　認知症総合支援を推進する

取組指標 ３　難聴高齢者の早期発見・早期介入に係る取組を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 普及啓発の取組を行っているか × Ｃ
松伏町北部地域包括支援センター主催で医療介護従事者向けセミナー
「耳のきこえ勉強会」を実施した。町民向けやチラシ等の普及啓発は
行っていない。

検討中。

イ 早期発見の取組を行っているか × Ｄ 取組なし 実施予定なし

ウ 受診状況の把握と未受診者への再度の受診勧奨を行っているか × Ｄ 受診勧奨を行っていない 実施予定なし

エ 受診勧奨者のうち 50 ％以上の者が受診しているか × Ｄ 受診勧奨を行っていない 実施予定なし

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

難聴高齢者と認知症の関係について
年齢を重ねることで徐々に進行する聴力低下を加齢性難聴といいます。

一般に40歳代から聴力の低下は進行し、65歳を超えると、聞こえにくさを
感じる人が急激に増えます。

難聴になると、周囲の人とのコミュニケーションがうまくいかず、認知
機能にも影響があることから、難聴が認知症リスクであるとされています。

そのため、耳が聞こえづらいと思われる人の早期発見・早期支援が重要
となっています。
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【解説】

耳の聞こえ勉強会
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区分 努力支援交付金

目標 ３　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

取組指標 １　地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等に基づき、在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化されているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
今後のニーズを踏まえ、①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④
看取りの４つの場面ごとに、在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿を設定し
ている

〇 Ａ 〇 Ａ
吉川・松伏入退院支援ルールを策定し、在宅医療と介護連携の提供体
制を整備している。

引き続き、継続して実施する。

イ 在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿を介護保険事業計画に記載している 〇 Ａ 〇 Ａ 第９期介護保険事業計画に掲載している。 第１０期介護保険事業計画に掲載する予定。

ウ
地域の人口推計を踏まえた今後のニーズや医療・介護資源、社会資源や利用者の
情報、住民の意向等を定量的な情報も含めて把握している

〇 Ａ 〇 Ａ
第９期介護保険事業計画に介護サービスの現状と今後の見込みを掲載
している。

引き続き、継続して実施する。

エ
アとウの差の確認等により抽出された課題を踏まえ、地域の特性を踏まえた目標
の設定、具体的な対応策を立案している

〇 Ａ 〇 Ａ
第９期介護保険事業計画に介護サービスの現状と今後の見込みを掲載
している。

引き続き、継続して実施する。

オ 評価指標等に基づき事業の検証や必要に応じた見直しを行う仕組みを設けている 〇 Ａ 〇 Ａ
在宅医療介護連携３者会議（吉川市・在宅医療サポートセンター・草
加保健所）を通じて在宅医療全般の見直しを検討している。

引き続き、継続して実施する。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標

36 / 41 ページ



【解説】

吉川松伏入退院支援ルール
吉川松伏入退院支援ルールは、入院から退院後の在宅生活まで切れ目のない支援を実現することを目的に、医療機関、介護・福祉関係者、行政が連携して取り組み

ための共通ルールです。入退院時に必要な情報共有や支援の流れを整理・標準化することで、関係機関相互の連携を強化し退院支援の円滑化や在宅復帰の促進、再入院
の防止を図るとともに、本人・家族が安心して生活を継続できる支援体制の構築を図っています。
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区分 努力支援交付金

目標 ３　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

取組指標 ２　在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、相談支援、研修会の開催といった具体的取組を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア
在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、医療・介護関係者のニーズを把握し
ている

〇 Ａ 〇 Ａ
「吉川・松伏多職種連携の会」開催前に会員に現場での困りごとや共
有したいことについて照会し、ニーズの把握を図っている。

引き続き、継続して実施

医療・介護関係者のニーズを踏まえ、次のような取組を実施している。

①　医療・介護関係者に対する相談窓口の設置 〇 Ａ 〇 Ａ
吉川松伏在宅医療サポートセンターを設置し、医療介護従事者に対す
る相談窓口を設置している。

引き続き、継続して実施

②　定期的な相談内容等の取りまとめ、その結果の医療・介護関係者間での共有 〇 Ａ 〇 Ａ
吉川松伏在宅医療サポートセンターが毎月相談事例を掲載したバトン
通信を発行し、情報の共有を図っている。

引き続き、継続して実施

③　多職種を対象とした参加型の研修会の実施 〇 Ａ 〇 Ａ
令和７年度第２回吉川・松伏多職種連携の会で医療介護関係の多職種
連携を要する事例検討・グループワークを実施している。

引き続き、継続して実施

ウ 取組の実施状況を踏まえ、課題分析等を行っている 〇 Ａ 〇 Ａ
イ③で実施した事例検討・グループワークの結果を報告書として会員
に共有している。

引き続き、継続して実施

エ
毎年度、課題分析や医療・介護関係者の双方の意見等を踏まえ、必要に応じて取
組の改善・見直し等を行っている

〇 Ａ 〇 Ａ ウの課題・分析結果を踏まえて、改善・見直しを行った。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる見込み。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

イ

評価指標
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【解説】

ア

イ ①吉川松伏在宅医療サポートセンター ウ・エ 多職種会議後、資料掲載予定
吉川松伏在宅医療サポートセンターは、在宅医療と介護の円滑な連携を推進

することを目的に、医療・介護・福祉関係者や住民からの相談に対応する中核的な相
談支援機関です。医療機関との連携調整や情報共有、入退院支援の連携強化、在宅医
療に関する普及啓発を行うことで、住み慣れた地域で安心して療養・生活を続けられ
る体制づくりを推進している。

②バトン通信
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区分 努力支援交付金

目標 ３　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

取組指標 ３　患者・利用者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を行っているか。

R７
交付金
評価

R７
評価

R６
交付金
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ア 医療・介護関係者の情報共有の実施状況を把握している 〇 Ａ 〇 Ａ
ＭＣＳ（メディカルケアステーション）を活用し情報共有や連携を
図っている。

引き続き、継続して実施する。

イ
実施状況等を踏まえ、在宅での看取りや入退院時等に活用できるような医療・介
護関係者の情報共有ツールの作成等情報共有円滑化のための取組を実施している

〇 Ａ 〇 Ａ
令和６年度から吉川・松伏入退院支援ルールを策定し運用している。
また、ＭＣＳ（メディカルケアステーション）を活用し情報共有の円
滑化を図っている。

引き続き、継続して実施する。

ウ 取組の実施状況を踏まえ、課題分析等を行っている × Ａ × Ａ
令和７年度第２回吉川松伏多職種連携の会で「吉川・松伏入退院支援
ルールの活用について」をテーマとしたグループディスカッションを
実施し、いただいたご意見をもとに課題・分析を行った。

引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる見込み。

エ
毎年度、課題分析や医療・介護関係者の双方の意見等を踏まえ、必要に応じて情
報共有ツール等の改善・見直し等を行っている

× Ａ × Ａ ウの課題・分析結果を踏まえて、改善・見直しを行った。
引き続き、継続して実施する。令和８年度から交付金
評価が〇になる見込み。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

評価指標
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【解説】

ア ＭＣＳ（メディカルケアステーション）
病院、クリニック、薬局、介護施設などの医療・介護従事者が患者情報やケアに関する情報等を安全に共有し、連携するための医療介護専用ＳＮＳプラットフォー

ムです。吉川市・松伏町で働く医療介護従事者の情報発信・情報共有ができるグループを作成し活用しています。

イ 吉川・松伏入退院支援ルール
吉川松伏入退院支援ルールは、入院から退院後の在宅生活まで切れ目のない支援を実現することを目的に、医療機関、介護・福祉関係者、行政が連携して取り組み

ための共通ルールです。入退院時に必要な情報共有や支援の流れを整理・標準化することで、関係機関相互の連携を強化し退院支援の円滑化や在宅復帰の促進、再入院
の防止を図るとともに、本人・家族が安心して生活を継続できる支援体制の構築を図っています。

ウ・エ 吉川・松伏多職種連携の会
令和７年度第２回吉川松伏多職種連携の会 令和８年１月２２日（木）１５時００分から１６時３０分まで
内容は会議後に記載予定
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松伏町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
高齢者福祉施策

令和７年度 評価シート

令和８年３月
松伏町
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区分 高齢者福祉施策
施策の柱 １ 自立支援・社会参加の促進

R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

ふれあいセンター（かがやき）

在宅高齢者等が要介護状態になることを防止するとともに、介護知識、介護方
法の普及等を図ることを目的に設置されています。いきいき健康体操教室やご
近所さん体操等の介護予防教室の活動拠点となっています。
また、認知症予防ケア教室等の高齢者支援業務を実施しています。
今後も事業を継続し、高齢者の介護予防の充実や適切な運営を図ります。

北部サービスセンター（老人福祉センター）

北部サービスセンターは、高齢者の健康増進、教養の向上を目的に設置されて
います。カラオケのできる舞台付きの集会室、会議室、介護予防機器等の設備
があり、高齢者の活動拠点となっています。
また、高齢者を対象とした健康大学を実施し、高齢者の社会参加の促進を行い
ます。
今後も、多くの高齢者が気軽に利用できるよう、事業の充実を図ります。

けんこうクラブ活動の支援

けんこうクラブは、15の単位クラブと、その連合体で構成され、令和５年４月
現在の会員数は287人となっています。けんこうクラブの活動は、地域における
奉仕活動、スポーツを通じた交流などで、高齢者の社会貢献・社会参加の促進
に貢献しています。
現在、高齢者が増加している一方、新規会員の入会者数が伸び悩んでおり、多
くの高齢者が参加できるよう、クラブの周知を図ります。

【メモ欄】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

施策

Ａ
けんこうクラブ会員数は減少しているが、けんこうクラブ連合会広報
誌を発行して新規会員の募集を図るとともに、運動会等の事業の支援
をしている。

今年度と同様に継続して実施予定。

Ａ
いきいき健康体操教室やご近所さん体操等の介護予防事業の拠点とし
て継続して実施している。また、チームオレンジなどの認知症支援や
総合事業サービスǍを行い高齢者業務支援を継続している。

今年度と同様に継続して実施予定。

２ Ａ Ａ
健康大学の実施やけんこうクラブの活動を中心とした高齢者の社会参
加の促進に寄与するとともに、生きがい対策の充実に努めている。

今年度と同様に継続して実施予定。

１ Ａ

３ Ａ
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【メモ欄】
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区分 高齢者福祉施策
施策の柱 １ 自立支援・社会参加の促進

R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

まつぶし出前講座の開催

まつぶし出前講座を開催し、町民の生涯学習を支援しています。
今後も、時代のニーズにあった講座の開設を検討し、学習機会の充実を図りま
す。

スポーツ活動の充実

町内在住の60歳以上の方で構成されている高齢者スポーツ団体の認定を実施し
ています。健康増進を目的として、ソフトボールやグラウンドゴルフ等の活動
が行われています。
今後も事業を継続し、高齢者の健康維持、交流の促進、生きがいづくりを支援
します。

シルバー人材センターへの支援

松伏町シルバー人材センターは、設立以来、公共施設の維持管理、広報紙等の
配布、民間企業の軽作業、個人宅の除草、剪定、畑仕事など、多種多様な作業
を受注し、高齢者の就業の確保に努め、活発な活動を展開しています。
今後も、高齢者が持つ豊かな経験と能力を活かせるよう、シルバー人材セン
ターとの連携を深め、就業機会の拡充を図ります。
また、シルバー人材センターの適正な運営が図られるよう支援します。

高齢者タクシー利用券・バス利用券の交付

高齢者の生活支援と社会参加の促進を図るため、75歳以上のひとり暮らしや75
歳以上のみの世帯、75歳以下の方が世帯に含まれている75歳以上の方を対象
に、高齢者タクシー利用券もしくはバス利用券を交付しています。今後も事業
を継続します。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

Ａ
高齢者がシルバー人材センターに就労できるよう適切な運営を支援し
ている。

今年度と同様に継続して実施予定。

７ Ａ Ａ
令和６年度に世帯区分①の方を対象に2,000円券の配布を開始し、令
和７年度は継続して利用券の配布を行っている。

今年度と同様に継続して実施予定。

施策

４ Ａ Ａ

高齢者を対象とした出前講座を５つ登録しており、学習機会の充実を
図っている。①よくわかる介護保険制度②いきいき高齢者講座③認知
症サポーター養成講座④地域包括支援センターとは？⑤わたしの整理
帳書き方講座

今年度と同様に継続して実施予定。

５ Ａ Ａ
令和７年度は高齢者スポーツ団体として４団体が申請し高齢者の健康
維持や生きがいづくりを目的に活動している。

今年度と同様に継続して実施予定。

６ Ａ

出前講座について

費用は無料で５人以上の参加者がいる時、
申し込みできます。

「役場編」は町職員が講師となり、「町民編」は
町民が講師となります。
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【解説】
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区分 高齢者福祉施策
施策の柱 ２ 住まいの安定的な確保

R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

有料老人ホーム

入居した高齢者に対し、入浴、排せつや食事の介護、食事の提供などの日常生
活上必要な便宜を供与することを目的とした施設です。
介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）、介護付有料老人
ホーム（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護）、住宅型有料老人ホー
ム、健康型有料老人ホームの４類型があります。
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図りながら需
要に対応します。

シルバーハウジング（高齢者世話付き住宅)

公的賃貸住宅をバリアフリー化し、緊急通報装置などを備えたもので、生活相
談や緊急時対応などのサービスを提供する生活援助員(ライフサポートアドバイ
ザー)が配置されています。
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図りながら需
要に対応します。

サービス付き高齢者向け住宅

バリアフリー構造等を有し、状況把握サービスや生活相談サービスを提供する
賃貸住宅又は有料老人ホームです。
本町においては、民間による１施設（定員22人）が整備されています。
今後も、制度改正等を注視し、運営状況を踏まえて適切な供給が確保されるよ
う支援します。

養護老人ホーム

65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困
難な方が、措置により入所する施設です。
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図りながら需
要に対応します。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な60歳以
上の人に対し、日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設で、低
額な料金で入所することができます。
軽費老人ホームには、自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、高齢等
のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受ける
ことが困難な人が入所する「ケアハウス」のほか、食事を提供する「Ａ型」、
自炊が原則の「Ｂ型」の３形態がありましたが、これらがケアハウスの基準に
統一され、「Ａ型」、「Ｂ型」は建替えを行うまでの「経過的軽費老人ホー
ム」とされました。軽費老人ホームのなかには特定施設入所者生活介護の指定
を受けてサービスを提供しているところもあります。
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図りながら需
要に対応します。

【メモ欄】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

施策

１

３

Ｂ Ｂ
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図り
ながら需要に対応します。

今年度と継続して実施予定。

２ Ｂ Ｂ
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図り
ながら需要に対応します。

今年度と継続して実施予定。

５ Ｂ Ｂ
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図り
ながら需要に対応します。

今年度と継続して実施予定。

Ｂ Ｂ

本町においては、民間による１施設（定員22 人）が整備されていま
す。
今後も、制度改正等を注視し、運営状況を踏まえて適切な供給が確保
されるよう支援します。

今年度と継続して実施予定。

４ Ｂ Ｂ
現在、町内に施設は整備されていませんが、近隣市町との調整を図り
ながら需要に対応します。

今年度と継続して実施予定。
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【解説】
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区分 高齢者福祉施策
施策の柱 ３ 安全・安心な生活環境の整備

R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

緊急時通報システムの整備

慢性疾患のあるひとり暮らしの高齢者や身体障がい者等の自宅に、急病や災害
等の緊急時に迅速に受信センターに通報できる緊急通報装置を設置していま
す。
また、定期的に安否確認及び機器点検を行っており、今後も事業を継続しま
す。

民生委員の見守り活動

民生委員が自発的に近隣の高齢者宅を訪問し、安否の確認をするとともに、日
常生活における困りごとや孤独感の解消等のための相談役となります。
また、行政へのパイプ役として活動します。

避難行動要支援者名簿の整備

災害時に支援が必要な高齢者や障がい者を事前に把握して、災害時に適切な対
応ができるように、避難行動要支援者名簿を作成しています。
今後も事業を継続し、支援の必要な方がいる世帯の状況把握に努めます。

松伏町社会福祉協議会の高齢者施策

別紙参照

災害に対する備えの充実

災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設入所できるよう、日常から社会
福祉施設等との連携を図ります。
また、水防法が平成29年に改正され、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用
施設は、水害を想定し、あらかじめ避難確保計画を作成するとともに、避難訓
練を実施することが義務付けられました。
各施設が、計画策定及び避難訓練を実施できるよう必要な支援を行います。

【メモ欄】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

施策

Ａ Ａ
令和５年度途中から利用者に対して自己負担額の徴収を開始。また、
令和６年度から携帯型の緊急時通報システムを導入し定期的な安否確
認及び機器点検を行っている。

今年度と同様に継続して実施予定。

２ Ａ Ａ
近隣高齢者宅を訪問し、安否確認や困りごとなど相談役として活動し
ている。役場に来所が難しい方の代わりに高齢者タクシー・バス利用
券の申請に来る方もいる。

今年度と同様に継続して実施予定。

１

Ｂ Ｂ
社会福祉協議会に委託し避難要支援者名簿を作成している。対象者に
対して調査を行い避難行動要支援者の把握に努めている。

今年度と同様に継続して実施予定。

４

３

Ａ Ａ
各施設が避難確保計画を作成ししている、また、避難訓練を実施する
ための支援を行っている。

今年度と同様に継続して実施予定。５
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【メモ欄】

9 / 11 ページ



区分 高齢者福祉施策

施策の柱 ３　安全・安心な生活環境の整備

施策 ４　松伏町社会福祉協議会の高齢者施策

R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

高齢者日帰旅行事業

高齢者を対象に、毎年１回、日帰り旅行を実施する事業です。

ひとり暮らし高齢者激励事業

地域の民生委員が、ひとり暮らし高齢者宅を訪問し、慰問品を贈るとともに、
見守り活動を行う事業です。

高齢者への紙おむつ配布事業

紙おむつを必要としている要介護度が重度の高齢者に対し、紙おむつを支給す
る事業です。

福祉機器貸出事業

一時的に介護が必要な方や、要介護度が軽度の高齢者に対し、福祉機器（車い
す、松葉杖、福祉車両）を貸し出す事業です。

ふれあい・いきいきサロン事業

地域住民が自主的に運営するサロン（誰もが気軽に参加できる地域の居場所）
の運営を支援する事業です。

救急医療情報キット設置事業

消防隊員等が高齢者等をスムースに救急搬送できるよう、かかりつけ医療機関
や緊急時の連絡先などの情報を専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管する事業で
す。

健康マージャンサロンの開催

誰もが参加できるふれあいの場として、ふれあいセンターで健康マージャンサ
ロンを開催します。

認知症予防事業「認知症予防ケア教室」

元気な高齢者が、日常生活をより充実させ、家庭や社会でいきいきと暮らせる
ように、認知症について学ぶとともに、音楽や体操を通して認知症予防に取り
組む事業です。

【メモ欄】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

①
評価
なし

Ａ 実施なし

施策の内容

Ａ Ａ

地域における高齢者の見守り活動のため、２月～３月頃、民生委員が
把握している一人暮らしの高齢者を対象に、松伏町民生委員・児童委
員協議会からプレゼントを配布。令和６年度配布実績；５６７名
予算が限られている中で、毎年対象者が増えている。対象者の対象年
齢等の検討が課題であると考える。

事業内容については、次年度においても継続。
対象者の年齢等について検討していく。

③ Ａ Ａ

自宅で継続的に紙おむつを利用されているかたで、要介護３以上の介
護度の方を対象に２か月に１度、上限額を定め必要な種類の紙おむ
つ、リハビリパンツ、尿とりパッドを提供している。
令和７年４月から12月までの延べ利用人数：266名
課題として、入院、入所等された場合、利用を停止することとしてい
るが、利用していた方が入院、入所等されても連絡をいただけず、継
続的に配布してしまい、必要のない方へ配布してしまうことがあるた
め、今後担当ケアマネジャー等に、利用されている方が入院・入所
等、給付対象でなくなった場合の連絡を徹底していくことを検討。

自治会の解散等続き、社協会費が減少していること、
物価高騰により商品単価の高騰があることから、今年
度と同等の配布は困難となるため、次年度は３か月に
１度の配布とする。

②

④ Ａ Ａ
一時的に福祉機器の利用が必要な方へ車椅子と福祉車両を貸出。
12月現在の貸出数は車椅子が23件（17世帯）、福祉車両が61件（11
世帯）

事業内容についは、次年度においても継続。

⑤ Ａ Ａ

地域住民が自主的に運営するサロン（誰もが気軽に参加できる地域の
居場所）の運営を支援する事業。令和６年度参加者実績：延1,618名
実施回数増加のニーズはあるが、担い手不足などの運営上の課題があ
る。

引き続き新規担い手の獲得に努める。

⑧ Ａ Ａ

事業に参加している方からは多くの感謝の声をいただいている。一方
で、25名の定員に対し、毎回定員オーバーしているのが現状。また、
毎回受付開始時間には、予約の電話が殺到し、職員の業務負担増が課
題。

定員の枠を25から30名に広げる。それでも、参加でき
ない場合は、次回の教室に優先的に参加できるように
していく。

⑥ Ａ Ａ
消防隊員等が高齢者等をスムースに救急搬送できるよう、かかりつけ
医療機関や緊急時の連絡先などの情報を専用の容器に入れ、冷蔵庫に
保管する事業。令和６年度実績：48件

事業内容については、次年度においても継続。

⑦ Ａ Ａ

毎月2回（ふれあいセンターかがやきで1回、緑の丘公園で1回）実
施。12月現在の参加者数はふれあいセンターかがやきで行う健康マー
ジャンサロンが累計274名、緑の丘公園のマージャンが累計124名。
ふれあいセンターかがやきで実施している健康マージャンサロンは定
員（40名）以上の申し込みがあり、抽選となっている。

ふれあいセンターかがやきでの健康マージャンサロン
の実施回数を増やし、より多くの方に参加していただ
けるような環境を整える。
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【解説】

認知症予防ケア教室の様子

松伏町社会福祉協議会HPより引用

健康マージャンサロンの様子

松伏町社会福祉協議会HPより引用

【認知症予防事業】
１か月１回開催（８・１月除く） 参加実績：Ｒ７．１２月現在１５６名参加

★★★内容★★★
・認知症について学ぶ ・リズムに合わせて簡単にでき毎日続けられる体操
・脳を活性化するトレーニング ・懐かしいメロディーにのってリラクゼーション

【高齢者への紙おむつ配布事業について】

松伏町社会福祉協議会の会員であり（年会費1000円）、かつ、介護認定を受け、要介護３以上の認定

が出ている方が対象。ご家族、ケアマネジャー等が申請し、要件を満たしている方に配布。

本人が配布前から利用しているものと同じものが支給されるということではないが、同等品を選択し

配布。

また、状況の変化により他の製品に変えたい等の希望ある場合には随時対応している。

現状配布対象者からは補助を受けることについて感謝の声をいただいている。一方で物価高騰に伴う

商品単価の値上げにより配布できる数も減少している。
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松伏町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
介護保険事業

令和７年度 評価シート

令和８年３月
松伏町
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区分 介護保険事業
施策の柱 １ 介護予防・日常生活支援総合事業

計画値
R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

訪問型サービス

ホームヘルパーによる入浴、排せつ、食事等の介護など、日常生活上の
援助を行うサービスです。本町では平成29年度から、従来の介護予防訪
問介護に相当するサービスを実施しています。基準緩和型サービス及び
短期集中予防サービスの実施について検討します。

通所型サービス

機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービスです。本町で
は、平成29年度から、従来の介護予防通所介護に相当するサービスを実
施しています。令和６年度から、基準緩和型サービスを実施します。

介護予防ケアマネジメント事業

要支援者等の心身の状況に応じて、その状態等にあった適切なサービス
が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的な見地から必要な援助を
行う事業です。

一般介護予防事業

地域において自主的に行われる介護予防活動を育成・支援し、高齢者が
いきいきと活動できるよう、全高齢者を対象として、介護予防事業を実
施します。
①介護予防把握事業、②介護予防普及啓発事業、
③地域介護予防活動支援事業、④一般介護予防評価事業、
⑤地域リハビリテーション活動支援事業

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

医療、介護、保健等のデータを一体的に分析し、高齢者一人ひとりに必
要なサービスに結びつけていくとともに、フレイル予防等の取組まで広
げて行けるよう、通いの場を活用した健康相談や受診勧奨の取組等、後
期高齢者医療制度の保健事業と介護予防の一体的実施を進めます。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

今年度と同様に継続して実施予定。

施策

（１） あり Ｂ Ｂ 従来の介護予防訪問介護の相当するサービスのみ実施している。

今年度と同様に継続して実施予定。

（２） あり Ａ Ａ
従来の介護予防通所介護に相当するサービスに加えて、令和６年度か
ら基準緩和型サービスを実施している。

今年度と同様に継続して実施予定。

（３） Ａ Ａ
令和６年度から基本チェックリストによる事業対象者と取り扱いを開
始し継続して事業を実施している。

Ｂ
住民ほけん課後期高齢者医療担当と連携し、庁内連携会議の開催やご
近所さん体操でのポピュレーションアプローチを実施。関係課で連携
し体力測定会を開催。

体力測定会の実施方法を見直し、職員の負担軽減を図
る予定。

（４） あり Ａ Ｂ

①介護予防把握事業は実施していない。②いきいき健康体操教室や音
楽健康クラブ、男性のための健康体操教室、スマホ講座、わくわく
ゲーム交流会などを実施している。③ご近所さん体操の会場数増加を
図っている。また、ご近所さん体操サポーター養成講座を実施し養
成・育成を図っている。④本事業評価シートが該当する。⑤理学療法
士や管理栄養士、歯科衛生士など専門職の方ご近所さん体操に派遣し
ている。

現在実施している事業は継続しつつ新たに事業者参加
者の健康状態の把握や分析・評価に取り組む。また、
男性のための健康体操教室を週１回から２回に事業拡
大、音楽健康クラブを北部会場追加、e-スポーツ事業
の事業拡大を図る予定。

（５） Ａ

介護予防・日常生活支援事業とは？
日常生活にちょっとした支援を必要とする高齢者の増加に伴い、

生活支援の必要性が増加しました。また高齢者の一人暮らしが増
加していく中で、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや
介護予防につながることが浸透しました。

そこでこうした生活支援・介護予防サービスと高齢者や地域住
民の社会参加を市町村が支援することについて、介護保険事業上
に位置づけ、制度の強化を図ります。
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【解説】

わくわくゲーム交流会 ご近所さん体操

音楽健康クラブ
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区分 介護保険事業
施策の柱 ２ 包括的支援事業

計画値
R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターは、地域における総合的な保健医療の向上及び福
祉の増進を図り、高齢者を地域で支えるシステムを構築していく中核的
な機関として位置づけられています。本町では地域包括支援センターの
事業を委託により実施しています。センターには基準で定められた３職
種（主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士）の職員を配置していま
す。
また、後期高齢者人口の急激な増加が見込まれていることから、令和６
年４月より現在の地域包括支援センターの名称を南部地域包括支援セン
ターに変更し、新たに北部地域包括支援センターを増設し、居宅介護支
援事業所や介護施設など、地域の既存の社会資源と効果的に連携して、
地域における相談支援の機能の強化を図ります。
①介護予防ケアマネジメント、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、
④包括的・継続的ケアマネジメント業務、⑤地域ケア会議の充実

在宅医療・介護連携の推進

在宅医療・介護連携の推進は、医療と介護の両方を必要とする状態の高
齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、
居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進
することを目的としています。
今後は後期高齢者の増加に伴い、在宅で医療と介護を必要とする高齢者
の増加が見込まれており、在宅医療や介護サービスの供給体制を整備す
ることが求められます。 
①地域の医療機能の把握、②地域の医療機関との連携強化、③地域住民
への啓発、④終活への普及・啓発

認知症施策の推進

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮
らしていけるよう、認知症地域支援員推進員と連携し、地域での見守り
や支え合いの体制を整えます。
①認知症の早期発見・早期対応、②認知症高齢者等の見守り体制の推
進、③認知症ケアパスの普及、④交流できる機会の提供、⑤認知症サ
ポーター等養成事業、⑥チームオレンジの整備・運営

生活支援サービスの体制整備

ひとり暮らしや認知症の高齢者が増加する中、ボランティアや民間企業
等の生活支援サービスを担う事業主体と連携し、多様な日常生活上の支
援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加を一体的に推進します。
そのため、すでに配置している生活支援コーディネーターは、引き続き
地域資源の発掘及びネットワークの構築を推進し、協議体において地域
の情報共有及び連携強化に努めます。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

施策

（１） Ａ

（３） Ａ

Ａ
令和６年度から地域包括支援センターが２か所に増設されたが、令和
７年度も継続して①から⑤までを実施している。どちらのセンターに
も３職種を配置し地域における相談支援等の機能強化を図っている。

今年度と同様に継続して実施予定。

（２） Ｂ Ｂ

①具体的な把握はできていない。②在宅医療に関する地域の連携を図
るため、吉川・松伏多職種連携の会を運営している。③吉川松伏入退
院支援ルールについてホームページやチラシ、ケア倶楽部等で啓発し
ている。④人生会議（ＡＣＰ）を年３回実施した。また、エンディン
グノートの配布をしている。

現在、配布しているエンディングノートを見直し令和
７年度中に新たに作成、令和８年度から配布予定。

Ｂ

①認知症初期集中支援チーム員会議を開催し、早期発見・早期対応に
ついて検討した。②高齢者見守りネットワークの構築を図っている。
③松伏町認知症ケアパスを令和７年度中に作成予定。④町内３か所で
オレンジカフェを実施中。また、チームオレンジ祭りを初めて開催し
た。⑤年５回程度認知症サポーター養成講座を実施し要請を図ってい
る。⑥チームオレンジを１チーム設置し３か月ごとに定例会を開催。
情報共有をしている。

今年度と同様に継続して実施予定。

（４） Ａ Ｂ
高校生に協力していただきスマホの使い方相談会を実施。また、年３
回生活支援体制整備協議体を実施している。さらに、地域資源マップ
を発行し、町民に対してサービスの普及啓発を図っている。

今年度と同様に継続して実施予定。

包括的支援事業とは？
高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、支援を必要としている人を

適切なサービスに繋げます。地域包括支援センターを運営し、支援や相談に
ついて、総合的に対応することで、多様なニーズ、複合的な課題へ応えてい
きます。
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【解説】

「わたし」の整理帳（エンディングノート）地域包括支援センターのご案内

チームオレンジまつり
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区分 介護保険事業
施策の柱 ３ 任意事業

計画値
R７
評価

R６
評価

現状及び課題（評価の理由） 次年度の方向性

介護給付適正化事業

介護給付の適正化のため、要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検及
び医療情報との突合・縦覧点検の給付適正化主要３事業を実施します。
主要３事業における目標設定を行い、埼玉県と連携し介護給付の適正化
に向けた取組を推進します。
①要介護認定の適正化、②ケアプラン等の点検、
③医療情報との突合・縦覧点検

家族介護支援事業（ケアラー等への支援）

埼玉県と連携し、ケアラーの存在を広く町民に知ってもらうための啓
発・広報活動に取り組みます。

成年後見制度利用支援事業

①町長申し立て、②中核機関の設置、③市町村基本計画の策定

地域自立生活支援事業（高齢者等配食サービス事業）

高齢者が地域において自立した生活を継続できるように、様々な支援を
する事業です。本町では、高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯等に食事
の配達を行うとともに、安否の確認を行っています。今後も継続して実
施し、見守り活動を充実していきます。

介護保険外サービス（緊急通報システム）

65歳以上のひとり暮らしの方等に対し、急病等の緊急時に受信センター
を通じて消防署に通報できる緊急時通報システムを設置しています。

【解説】 【評価】A：計画どおり、B：おおむね計画どおり、C：あまり進んでいない、D：まったく進んでいない

（４）

施策

あり Ａ Ａ
①要介護認定は全件当町で行っている。②ケアプラン点検は業務委託
にて全事業所に対して実施。③縦覧点検は国保連に委託している。

例年通り実施予定。

引き続き、埼玉県と連携し、普及啓発活動に取り組
む。

（３） Ｂ Ｂ
①令和７年度は１件の町長申立てを実施した。②令和８年度中核機関
設置に向けて予算要求。③地域福祉計画に市町村基本計画を掲載して
いる。

令和８年度中に中核機関を設置し、相談・普及啓発体
制の強化を図る予定。

（２） Ａ Ａ

ケアラーの存在を知ってもらうため、町ホームページに周知ページを
作成し、町広報誌に記事を掲載している。また、埼玉県から提供を受
けたチラシやポスターを役場や地域包括支援センターなどで配架し普
及啓発を図っている。

（１）

（５） あり Ａ Ａ
令和５年度途中から利用者に対して自己負担額の徴収を開始。また、
令和６年度から携帯型の緊急時通報システムを導入し定期的な安否確
認及び機器点検を行っている。

今年度と同様に継続して実施予定。

あり Ａ Ａ
令和７年度３月時点で、配食業者が４者あり、食事の配達を行うとと
もに見守り活動の強化に努めている。

今年度と同様に継続して実施予定。

任意事業とは？
介護保険事業の運営の安定化のために、介護給付適正化事

業を行います。ほかにも地域に応じて、必要な支援を行いま
す。そのため、市町村独自の発想や創意工夫した形で行われ、
地域支援事業の趣旨に沿っていれば、自由かつ多様に事業展
開できることが特徴です。
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【解説】

松伏町成年後見制度利用促進基本計画（松伏町第３期地域福祉計画）
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